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＜本計画の位置づけ＞

○ 本計画は、中国電力(株)島根原子力発電所において、原子力災害が発
生し広域的な避難が必要となる場合に備え、住民の避難計画として作成
したものである。

○ 作成に当たっては、島根、鳥取両県及び関係６市（松江市、出雲市、
安来市、雲南市、米子市及び境港市）、避難の受け入れ先となる県内市
町、中国各県・市町村との調整を行い、避難先となる自治体からは避難
受け入れの了解をいただいたところである。

○ 本計画は、改定時点の国の法令等の諸規定や関係団体との調整に基づ
くものであり、今後においても、国における原子力災害対策指針の改定、
島根県地域防災計画（原子力災害対策編）の修正や関係自治体等との調
整状況を踏まえ、適宜、本計画を見直し、改定を行うこととする。

○ 県内４市（松江市、出雲市、安来市及び雲南市）は、本計画を基とし
て各々の広域避難計画を作成及び改定するものとする。
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第第１１章章  広広域域避避難難計計画画のの策策定定ににつついいてて

１１．．計計画画策策定定のの経経過過  

平成２３年３月１１日に発生した東京電力㈱福島第一原子力発電所の原子力災害では、

従来の防災対策を重点的に充実すべき区域（ＥＰＺ）の目安である１０ｋｍの範囲を大

きく超える地域に避難指示などが出され、さらに放射性物質の影響が広範囲に及び、住

民避難が長期化するなど従来の原子力防災体制では十分対応できない状況となった。

 このため、島根県は、鳥取県及び中国電力㈱島根原子力発電所から３０ｋｍ圏域の６市
（松江市、出雲市、安来市、雲南市、米子市及び境港市）とともに、平成２３年５月に「原
子力防災連絡会議」を設置し、国の原子力防災の方針が明示されない状況の中であっても、
できることから原子力防災対策を進めていくこととして、同年９月には広域避難体制の整
備を図ること等を盛り込んだ中間報告を取りまとめた。

 また、平成２４年９月には、国の防災基本計画（原子力災害対策編）が改正され、ＰＡ
Ｚ及びＵＰＺを管轄に含む地方公共団体は、地域防災計画（原子力災害対策編）を策定し、
計画の中で広域避難計画をあらかじめ策定することとされた。

 こうした状況を踏まえ、島根県は関係４市（松江市、出雲市、安来市及び雲南市）や鳥
取県と連携し、避難先となる県内市町及び中国各県・各市町村等関係者と調整を行い、平
成２４年１１月に広域避難計画を策定した。

その後、国において原子力災害対策への検討が進み、国の防災基本計画（原子力災害対
策編）及び原子力災害対策指針（以下、本編において「指針」という）が順次修正及び改
定されたことから、これらと整合性を図るため平成２８年３月に広域避難計画を改定し
た。 

一方、避難計画の具体化、充実化については、平成２７年３月に国の関係省庁や関係自
治体が参加する島根地域原子力防災協議会（以下、本編において「協議会」という）が設
置されて以降、協議会の作業部会で避難に関する具体策等についての検討が進められ、令
和３年７月３０日に協議会において、島根県広域避難計画を含む「島根地域の緊急時対応」
が指針等に照らし具体的かつ合理的であることが確認され、９月７日原子力防災会議にお
いて、協議会における確認結果の報告があり、了承された。 

この間、国の防災基本計画（原子力災害対策編）及び指針が順次修正及び改定され、県
の地域防災計画（原子力災害対策編）についても所要の修正が行われていることから、こ
れらと整合性を図るため、令和４年３月に広域避難計画を改定するものである。

２２．．計計画画策策定定にに当当たたっっててのの基基本本的的なな方方針針

（１）住民や防災関係者等への情報伝達が確実に行えるよう体制を整えるとともに、避難先
及び避難ルートをあらかじめ明示すること。

（２）島根原子力発電所の状況に応じて決定される緊急事態区分及び緊急時活動レベル（Ｅ
ＡＬ）、運用上の介入レベル（ＯＩＬ）の基準に応じて、防護措置を実施すること。

（３）避難行動要支援者（在宅避難行動要支援者、社会福祉施設入所者、病院入院患者等）
の安全かつ迅速な避難を図ること。
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第第２２章章  広広域域避避難難計計画画策策定定のの前前提提

１１．．避避難難のの対対象象地地域域  

広域避難計画の対象とする地域は、島根県地域防災計画（原子力災害対策編）に定め
る「原子力災害対策を重点的に実施すべき区域」とする。〔別紙１〕

２２．．島島根根原原子子力力発発電電所所２２号号炉炉  

（１）ＰＡＺ（概ね５ｋｍ圏）

市 名 地 区 名 

松江市 
鹿島地区、島根地区の一部（島根町大芦）、生馬地区の一部（上佐陀町、
下佐陀町、西生馬町）、古江地区の一部（古志町、西谷町、荘成町、東長
江町の一部※、西長江町の一部※） 

 ※東長江町の一部と西長江町の一部とは、市道古志大野線より北側の区域をいう。 

（２）ＵＰＺ（概ね５～３０ｋｍ圏） 

市 名 地 区 名 

松江市 ＰＡＺを除く全地区 

出雲市 

伊野地区、佐香地区、東地区、檜山地区、灘分地区、久多美地区、平田地
区、西田地区、北浜地区、荘原地区、出東地区、国富地区、鰐淵地区、直
江地区、久木地区、伊波野地区、出西地区、阿宮地区、鳶巣地区、川跡地
区、上津地区、高浜地区、大津地区、四絡地区、今市地区、遥堪地区、鵜
鷺地区、塩冶地区の一部（塩冶善行町、塩冶町の一部※、塩冶有原町、上
塩冶町、天神町、築山新町）、高松地区の一部（白枝町、浜町）、朝山地
区の一部（朝山町）、稗原地区の一部（宇那手町、稗原町） 

安来市 

社日地区、十神地区、赤江地区、荒島地区、飯梨地区、能義地区、大塚地
区、吉田地区、宇賀荘地区、広瀬地区、下山佐地区、菅原地区、布部地区、
宇波地区、西谷地区、奥田原地区、山佐地区、島田地区の一部（黒井田町、
島田町、門生町、汐手が丘、西恵乃島町、恵乃島町、穂日島町）、安田地
区の一部（伯太町安田） 

雲南市 

大東地区、春殖地区、幡屋地区、佐世地区、阿用地区、久野地区、海潮地
区、塩田地区、加茂地区、木次地区、斐伊地区、日登地区、西日登地区、
三刀屋地区、一宮地区 

 ※塩冶町の一部とは、県道多伎江南出雲線より北側の区域をいう。 

３３．．島島根根原原子子力力発発電電所所１１号号炉炉※1

ＵＰＺ（概ね５ｋｍ圏）

市 名 地 区 名 

松江市 
鹿島地区、島根地区の一部（島根町大芦）、生馬地区の一部（上佐陀町、
下佐陀町、西生馬町）、古江地区の一部（古志町、西谷町、荘成町、東長
江町の一部※2、西長江町の一部※2） 

 ※１ 国から廃止措置の認可を受け、かつ、照射済み燃料集合体が十分な期間冷却された 
ものとして原子力規制委員会が定めた島根原子力発電所１号炉（以下、「島根１号炉」 
という。）に係る原子力災害対策に関しては、表に掲げる全ての区域をＵＰＺとする。 

  ※２ 東長江町の一部と西長江町の一部とは、市道古志大野線より北側の区域をいう。 
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４４．．避避難難先先地地域域  

３０ｋｍ圏 避難地域 避 難 先 地 域 

市 名 
県 名 

（市町村数） 
市 町 村 名 

松江市 

島根県 

（１１） 

浜田市、益田市、大田市、江津市、 

奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、 

邑南町、津和野町、吉賀町 

岡山県 

（１３） 

岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、井原市、

総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、

里庄町、矢掛町、吉備中央町 

広島県 

（５） 

尾道市、福山市、府中市、庄原市、 

神石高原町 

計 ３県 ２９市町 

出雲市 

島根県 

（１） 
出雲市内（３０ｋｍ圏外） 

広島県 

（１２） 

広島市、呉市、大竹市、廿日市市、 

安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、 

熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 

計 ２県 １３市町 

安来市 

岡山県 

（１４） 

津山市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、 

 真庭市、美作市、和気町、新庄村、鏡野町、

勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、 

美咲町 

計 １県 １４市町村 

雲南市 

広島県 

（５） 

竹原市、三原市、三次市、東広島市、 

世羅町 

計 １県 ５市町 

災害状況による避難先地域
鳥取県 

（９） 

日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、 

日南町、日野町、江府町、若桜町、智頭町 

合 計 ４県 ７０市町村 
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５５．．防防護護措措置置のの考考ええ方方  

原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）に基づき地方自治体に対して、
国から避難指示等の防護措置の発令が指示される場合には、指針に示されている考え方に
沿って、島根原子力発電所の状況に応じて決定される緊急事態区分及び緊急時活動レベル
（ＥＡＬ）、運用上の介入レベル（ＯＩＬ）の基準に応じて、避難等の指示が行われる。

（（１１））発発電電所所のの状状態態等等にに応応じじたた防防護護措措置置のの準準備備及及びび実実施施  

ＰＡＺにおいては、発電所において異常事態が発生した場合には、急速に進展する
事故においても放射線被ばくによる重篤な確定的影響を回避し又は最小化するため、
放射性物質の周辺環境への放出前の段階から、発電所の状態等が原子力災害対策指針
等に基づく以下の区分のいずれに該当するかに応じて避難等の予防的な防護措置を
準備し、実施するものとしている。 

なお、事態の規模、時間的な推移に応じて、国の指示によってＰＡＺの範囲外にお
いても段階的に避難措置等の予防的な防護措置を実施することがある。 

・情報収集事態 
・警戒事態 
・施設敷地緊急事態 
・全面緊急事態 

また、ＵＰＺにおいては、全面緊急事態となった際には予防的な防護措置として、
屋内退避を原則実施するものとする。ＵＰＺ外においても、発電所から著しく異常な
水準で放射性物質が放出され、又はそのおそれがある場合には、施設の状況や放射性
物質の放出状況を踏まえ、必要に応じて屋内退避を実施するものとする。

警戒事態 

（ＡＬ） 
例）松江市で震度 6 

弱以上の地震 

施設敷地緊急事態 

（ＳＥ） 
例）全交流電源の 30 

分以上喪失 

全面緊急事態 

（ＧＥ） 
例）原子炉注水機能 

の喪失 

ＰＡＺ

施設敷地緊急事態要避難  

者の避難・屋内退避開始 

施設敷地緊急事態要避難者

の避難・屋内退避準備開始

住民の避難準備開始 住民の避難開始 

ＵＰＺ

施設敷地緊急事態要避難者：ＰＡＺ内の住民等であって、施設敷地緊急事態の段階で避難等の予防
的防護措置を実施すべき者として次に掲げる者をいう。 
①  要配慮者（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第８条第２項第１５号に規定する要

配慮者をいう。以下同じ。）（②又は③に該当する者を除く。）のうち、避難の実施に通常以上
の時間がかかるもの 

② 妊婦、授乳婦、乳幼児及び乳幼児とともに避難する必要のある者 

③ 安定ヨウ素剤を服用できないと医師が判断した者

住民の屋内退避準備開始 住民の屋内退避開始 
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（（２２））放放射射性性物物質質がが周周辺辺環環境境へへ放放出出さされれたた場場合合のの防防護護措措置置のの実実施施

放射性物質が周辺環境へ放出された場合、ＵＰＺ及びＵＰＺ外においては、緊急時モ
ニタリングによる測定結果を、防護措置の実施を判断する基準である運用上の介入レベ
ル（ＯＩＬ：Operational Intervention Level）と照らし合わせ、必要な防護措置を国
と協力し実施するものとする。

緊急防護措置 

500μSv/h 超過（避難等） 

β線：40,000cpm 等（除染） 

早期防護措置 

20μSv/h 超過 

飲食物摂取制限 

0.5μSv/h 超過 

ＵＰＺ

5km～ 

30km 

圏内 

数時間内を目途に区域を特

定あああああああああああ

１日以内を目途に区域を特

定あああああああああああ
数日内を目途に飲食物中

の放射線核種濃度を測定

すべき区域を特定【飲食物

に係るスクリーニング基避難（移動が困難な者の一

時屋内退避を含む）の実施

【ＯＩＬ１】 

対象地域の住民を１週間

程度内に一時移転  あ

【ＯＩＬ２】 １週間以内を目途に飲食物

中の放射線核種濃度を測定

と分析を実施ああああああ

あ
対象地域の生産物の摂取を

制限【ＯＩＬ２】ああああ

基準を超えるものにつき摂

取制限を迅速に実施あああ

【ＯＩＬ６】 
避難等される住民等を対象に避難退域時検査を実施して、

基準を超える際は簡易除染【ＯＩＬ４】 
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－－用用  語語  解解  説説－－

＜＜ＰＰＡＡＺＺ：：PPrreeccaauuttiioonnaarryy  AAccttiioonn  ZZoonnee＞＞

予予防防的的防防護護措措置置をを準準備備すするる区区域域  ：：  原原子子力力施施設設かからら概概ねね５５ｋｋｍｍ圏圏

国の原子力災害対策指針で定められた原子力災害対策重点区域で、急速に進展

する事故においても放射線被ばくによる重篤な確定的影響を回避又は最小化する

ため、ＥＡＬ（緊急時活動レベル）に応じて、即時避難を実施する等、放射性物質

の環境への放出前の段階から予防的に防護措置を準備する区域。

＜＜ＵＵＰＰＺＺ：：UUrrggeenntt  PPrrootteeccttiivvee  AAccttiioonn  PPllaannnniinngg  ZZoonnee＞＞

緊緊急急防防護護措措置置をを準準備備すするる区区域域  ：：  原原子子力力施施設設かからら概概ねね５５～～３３００ｋｋｍｍ圏圏

国の原子力災害対策指針で定められた原子力災害対策重点区域で、確率的影響

のリスクを低減するため、ＥＡＬ（緊急時活動レベル）、ＯＩＬ（運用上の介入レ

ベル）に基づき、緊急防護措置（避難、屋内退避、安定ヨウ素剤の服用等）を準備

する区域。

＜＜確確定定的的影影響響とと確確率率的的影影響響＞＞

放射線の人体への影響のあり方には「確定的影響」と「確率的影響」があり、
このような影響の受け方の違いに基づいて、放射線防護のための考え方が定めら
れている。 

（確定的影響） 
          一定量以上の放射線を受けると現れる影響のことで、比較的多量の放射線を被ば
        くした場合に生じる脱毛、白内障、不妊、造血機能低下などが該当する。 

確定的影響は、放射線を受ける量を一定量（しきい値）以下に抑えることで防ぐ
ことができる。 

  （確率的影響） 
          放射線を受ける量が多くなるほど影響が現れる確率が高くなるとみなされる影

響のことで、遺伝子の突然変異等などが原因で発生するがんや白血病などが該当す
る。 

     確率的影響には、しきい値がないと仮定されているが、放射線量の大きさによる
    症状の重さの違いは見られない。 

  ＜＜施施設設敷敷地地緊緊急急事事態態要要避避難難者者＞＞

ＰＡＺ内の住民等であって、施設敷地緊急事態の段階で避難等の予防的防護措置
を実施すべき者として次に掲げる者をいう。 
①  要配慮者（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第８条第２項第１５

号に規定する要配慮者をいう。以下同じ。）（②又は③に該当する者を除く。）
のうち、避難の実施に通常以上の時間がかかるもの 

② 妊婦、授乳婦、乳幼児及び乳幼児とともに避難する必要のある者 
③ 安定ヨウ素剤を服用できないと医師が判断した者 

  ＜＜緊緊急急時時活活動動レレベベルル（（ＥＥＡＡＬＬ：：EEmmeerrggeennccyy  AAccttiioonn  LLeevveell））＞＞

     国の原子力災害対策指針で定められた緊急事態の区分で、初期対応段階にお
    ける避難等の予防的防護措置を確実かつ迅速に開始するための判断基準。

原子力施設の深層防護を構成する各層設備の状態、放射性物質の閉じ込め機能
       の状態、外的事象の発生等の原子力施設の状態等で評価する緊急時活動レベル
       として次の３つの区分に設定される。
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①①警警戒戒事事態態（（ＡＡＬＬ））

その時点では、公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のものではない

が、原子力施設における異常事象の発生又はそのおそれがあるため、情報収集

や緊急時モニタリングの準備、施設敷地緊急事態要避難者を対象とした避難等の

予防的防護措置の準備を開始する必要がある段階。 

  ②②施施設設敷敷地地緊緊急急事事態態（（ＳＳＥＥ））

原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性のある事象が

生じたため、原子力施設周辺において緊急時に備えた避難等の予防的防護措置

の準備を開始する必要がある段階。

  ③③全全面面緊緊急急事事態態（（ＧＧＥＥ））

原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性が高い事象が

生じたため、重篤な確定的影響を回避又は最小化するため、及び確率的影響のリ

スクを低減するため、迅速な防護措置を実施する必要がある段階。

  ＜＜運運用用上上のの介介入入レレベベルル（（ＯＯＩＩＬＬ：：OOppeerraattiioonnaall  IInntteerrvveennttiioonn  LLeevveell））＞＞  

国の原子力災害対策指針で定められた緊急事態の区分で、環境への放射性物

質の放出後、主に確率的影響の発生を低減するための防護措置を実施する際の判

断基準。
空間放射線線量率や環境試料中の放射性物質の濃度等の環境において計測可

能な値で評価する運用上の介入レベルとして設定される。

  ＜＜避避難難等等防防護護措措置置＞＞

①①避避難難及及びび一一時時移移転転

避難及び一時移転は、いずれも住民等が一定以上の被ばくを受ける可能性

がある場合にとるべき防護措置であり、放射性物質又は放射線の放出源から

離れることにより、被ばく低減を図るもの。 

避難 
空間放射線量率等が高い又は高くなるおそれのある地点から速やかに

離れるため、緊急で実施するもの。 

一時移転 
 緊急の避難が必要な場合と比較して空間放射線量率は低い地域ではあ
るが、日常生活を継続した場合の無用の被ばくを低減するため、一定期
間のうちに当該地域から離れるため実施するもの。 

②②屋屋内内退退避避

屋内退避は、住民等が比較的容易にとることができる対策であり、放射性物質

の吸入抑制や中性子線及びガンマ線を遮へいすることにより被ばくの低減を図る

もの。 

特に、病院や社会福祉施設等においては、避難より屋内退避を優先することが

必要な場合があり、この場合は、一般的に遮へい効果や建屋の気密性が

比較的高いコクリート建屋への屋内退避が有効である。 

    ③③飲飲食食物物摂摂取取制制限限

飲食物摂取制限は、経口摂取による被ばく影響を防止するための防護措置で

あり、飲食物中の放射性核種濃度の測定と分析を行い、基準を超える飲食物に

摂取制限を実施するもの。

    ④④安安定定ヨヨウウ素素剤剤のの服服用用

避難等に併せて安定ヨウ素剤を服用することで放射性ヨウ素の甲状腺への蓄
積を減らし、内部被ばくの低減を図るもの。
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第第３３章章  避避難難等等にに係係るる連連絡絡体体制制

１１．．島島根根県県のの体体制制  

島根原子力発電所において、異常等や緊急事態区分に該当する事象が発生した場合、島
根県は、関係する自治体及び防災関係機関等に対して島根原子力発電所での事故、災害の
状況、避難、避難準備等に関する情報連絡を行う。〔別紙２〕

ア．関係４市（松江市、出雲市、安来市及び雲南市）への情報連絡
  島根原子力発電所で事故、トラブル等が発生し、環境放射線異常時以降、島根原子力
発電所での事故、トラブル、災害の状況、避難、避難準備等に関する情報連絡を行う。

イ．関係４市を除く県内市町村への情報連絡
  島根原子力発電所での事故、トラブル等が発生し、発電所異常時以降、島根原子力発
電所での事故、災害の状況、避難、避難準備等に関する情報連絡を行う。

ウ．鳥取県を除く中国各県への情報連絡
  島根原子力発電所での事故、トラブル等が発生し、発電所異常時（島根県対策会議設
置に至る場合）以降、島根原子力発電所での事故、災害の状況、避難、避難準備等に関
する情報連絡を行う。

エ．指定地方公共機関への情報連絡
  島根原子力発電所での事故、トラブル等が発生し、警戒事態発生時以降、島根原子力
発電所での事故、災害の状況、避難、避難準備等に関する情報連絡を行う。

オ．交通機関や自衛隊、海上保安庁等関係機関への情報連絡
  島根原子力発電所での事故、トラブル等が発生し、施設敷地緊急事態発生時以降、島
根原子力発電所での事故、災害の状況、避難、避難準備等に関する情報連絡を行う。

カ．県民への情報提供
  島根原子力発電所での事故、トラブル等が発生し、警戒事態発生時以降、報道機関へ
の放送要請や県ホームページ、防災メールなどを通じて、島根原子力発電所での事故、
災害の状況、避難、避難準備等に関する情報提供を行うこととし、その際には住民等が
理解しやすい表現を用いる。

主な情報連絡の段階 主 な 連 絡 内 容 

 ① 環境放射線異常時、発電所異常時
    (島根県対策会議設置時) 

 ・ 事故の状況、島根県の対応状況 等 

 ② 警戒事態  ・ 警戒事態となった旨の連絡、事故の状況、島 

   根県の対応状況 

・ ＰＡＺ内の避難に備えた体制、施設敷地緊急

   事態要避難者の避難準備 等 

③ 施設敷地緊急事態 
(原災法１０条通報) 

 ・ 島根県災害対策本部設置 
・ 施設敷地緊急事態となった旨の連絡、事故の状

況、島根県の対応状況 

 ・ 施設敷地緊急事態要避難者の避難指示 

 ・ ＰＡＺ内の避難準備連絡 

 ・ ＵＰＺ内の屋内退避準備 等  

－8－



 ④ 全面緊急事態 

    (原災法１５条該当) 

 ・ 全面緊急事態となった旨の連絡、事故の状況、

  島根県の対応状況 

 ・ 緊急事態宣言発出 

 ・ ＰＡＺ内の避難指示 

 ・ ＵＰＺ内の屋内退避指示 等 

 ⑤ ＯＩＬ超過時  ・ 避難対象地域の避難等指示 
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＜＜島島根根県県のの情情報報連連絡絡系系統統図図（（県県対対策策会会議議設設置置以以降降））＞＞

国 
原子力規制委員会 

原子力規制庁 

長官官房総務課事故対処室 

島根原子力規制事務所 
原子力運転検査官 
原子力防災専門官 

   報告①               確認等  連 確 
絡 認 
② 等 

                                                        連絡③ 指指定定地地方方行行政政機機関関
指指定定公公共共機機関関

（交交通通機機関関、、自自衛衛隊隊、、

海海保保等等関関係係機機関関））

  そそのの他他関関係係機機関関

島島根根原原子子力力発発電電所所

   通報①  

   確認② 

島島  根根  県県

（災害対策本部） 確認等 

資料提供要請 等 

                                        連      連 確          
                                        絡      絡 認           連絡③ 
                                        ③      員 等 
                                               派    確認等 
                                                遣 

松松  江江  市市
出出  雲雲  市市
安安  来来  市市
雲雲  南南  市市
鳥鳥  取取  県県
米米  子子  市市
境境  港港  市市

島島根根県県内内市市町町村村
岡岡  山山  県県
広広  島島  県県
山山  口口  県県  

        連 
        絡 

④ 

【凡 例】
○ 数字 ： 連絡等順番 

： 必要と認めたとき 

関関 係係 機機 関関
関関係係市市町町村村    等等
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２２．．関関係係４４市市（（松松江江市市、、出出雲雲市市、、安安来来市市及及びび雲雲南南市市））のの体体制制  

関係４市は災害対策本部を設置するなど、情報連絡体制等を確立し､島根原子力発電所
からの事故等に関する情報や、国や島根県からの避難準備、屋内退避、及び避難等に関す
る情報連絡があった場合は、住民広報や関係機関に対する情報連絡を速やかに行う。 

ア．あらかじめ、住民及び地域コミュニティ組織等に対する住民広報が速やかにできる体 
制を整える。

イ．在宅の避難行動要支援者や社会福祉施設、保育所、幼稚園、学校、病院などに対しては、
必要な情報が確実に伝わる体制を整える。

ウ．住民広報については、あらかじめ広報のタイミング、内容等を整理し、住民等にとって
理解しやすい表現を用いる。 

＜＜住住民民広広報報ののタタイイミミンンググ（（例例示示））＞＞  

○ 特定の緊急事態区分に至った場合（警戒事態、施設敷地緊急事態、全面緊急

事態） 

○ 内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を行った場合

○ 特別の体制（災害対策本部設置等）をとった場合

○ 事故や災害の状況等に大きな変化があった場合

○ 避難準備、屋内退避、避難等を指示する場合

○ 安定ヨウ素剤の服用を指示する場合

○ 放射性物質が放出された場合 

○ モニタリングの状況がまとまった場合

○ その他情報提供が必要な場合（広報の間隔があいた場合 等） 

＜＜住住民民広広報報のの内内容容（（例例示示））＞＞

○ 事故等の状況

○ 市、関係機関の対応状況

○ 避難準備、屋内退避、避難等の指示に関すること

（対象地域、集合場所、避難先、避難ルート、注意事項 等）

○ その他（注意事項 等）

エ．住民の不安に応えるための住民相談窓口を設置する体制をあらかじめ整えておく。

オ．島根原子力発電所で重大な事故等が発生した場合には、住民及び地域コミュニティ組 
織等に対し住民広報を適宜行う。

カ．島根原子力発電所で事故、災害が進展し、国や島根県から避難準備、屋内退避及び避 
難等に関する情報連絡があった場合は、速やかに住民及び地域コミュニティ組織等に対 
し住民広報を行う。

３３．．情情報報連連絡絡、、住住民民広広報報手手段段のの確確保保  

 島根県及び関係４市は、島根原子力発電所の事故、災害の状況、避難準備、避難指示
情報等必要な情報が、住民及び関係者に迅速かつ的確に伝わるよう、情報通信体制や住
民広報体制の整備を行う。

ア．島根県及び関係４市は、島根原子力発電所、国等関係機関との情報連絡を行うための 
通信連絡体制の整備を行う必要がある。複数手段により通信が確保できる体制とすると 
ともに、万が一に備え関係４市から島根県へ連絡員を派遣又は受け入れる体制を整える。

イ．関係４市は、避難準備、屋内退避及び避難等の情報が住民に対して確実に伝わるよう、 
防災無線、広報車、ＣＡＴＶ、防災メール等、複数手段により住民広報を行う体制を整 
える。
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第第４４章章  避避難難体体制制

１１．．住住民民（（一一般般））のの避避難難体体制制  

一般住民については、自家用車で避難する場合、渋滞を緩和させるため乗り合わせを原
則とし、定められた避難ルートにより避難経由所に向かう。
  自家用車避難が困難な住民については、関係４市が設置する一時集結所等からバス等
公共的手段による集団避難を実施する。
 また、受入先や避難手段の確保等の避難準備を早期段階から行い、安全で迅速な避難
を実施する。

（（１１））避避難難のの流流れれ

     避難退域時検査は、放射性物質が放出された後に避難を開始した場合に必要となり、避
難ルート上に設置し、避難退域時検査及び必要に応じて簡易除染等を実施する

             （徒歩等）         （バス）

      住  民        一時集結所 

（自家用車）

  ①①ＰＰＡＡＺＺ内内（（概概ねね５５ｋｋｍｍ圏圏））

ア．島根県及び松江市は、島根原子力発電所における事故等の状況や避難準備の発出を報
道機関や住民広報を通じて住民へ適切に周知する。

イ．避難準備の発出があった段階で一旦帰宅し、避難に必要な物資等を用意するなど事故
等が進展した場合の準備を行い、避難指示が発令された場合は自宅から避難することを
原則とする。

ウ．避難準備の発出があった後、帰宅する間がなく避難指示が発令された場合は、滞在し 
ている場所からの避難を行う。

  ＜学校等＞ 園児、児童、生徒等が保育所、幼稚園、学校（以下「学校等」という。） 
にいる場合はバスによる集団避難 

        ＜ 職場等＞ 原則、自家用車等により直接避難

  ②②ＵＵＰＰＺＺ内内（（概概ねね５５～～３３００ｋｋｍｍ圏圏））

ア．島根県及び関係４市は、島根原子力発電所における事故等の状況や屋内退避準備の発

出を報道機関や住民広報を通じて住民へ適切に周知する。

イ．屋内退避準備の発出があった段階で自宅へ帰宅し、屋内退避や避難に必要な物資等を 
用意するなど事故等が進展した場合の準備を行い、避難指示が発令された場合は自宅か 
ら避難することを原則とする。

ウ．但し、事故の急速な進展等により避難開始までに時間的余裕がない場合や、学校等、
職場等からの帰宅が困難な場合には、滞在している場所からの避難を行う。

（（２２））避避難難先先等等のの確確保保、、周周知知

ア．避難時の混乱を避け、地域コミュニティ維持や円滑な避難住民支援を行うため、一定 
の地域単位で避難ができるよう、関係４市及び島根県は、避難先自治体の協力を得て、あ
らかじめ避難先（避難所等）を選定し、一時集結所、避難ルート等と併せて、住民へ事 
前に周知しておく。〔別冊 附属資料〕

イ．関係４市は、あらかじめ避難住民の集合場所となる一時集結所の選定を行う。

避難退域時
検査 

避難経由所 避 難 所 
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＜＜一一時時集集結結所所選選定定のの基基準準（（例例示示））＞＞

○ 通信連絡手段が確保できること
○ 緊急時に開設が可能であること
○ コンクリート造が望ましいこと（特に発電所から近い地域）
○ 地区の人口、集合時間等踏まえ適切な位置にあること
○ 対象人口を踏まえ適切な規模、設備（トイレ等）を有していること
○ バス等大型車両が付近まで進入可能であること 等

＜＜一一時時集集結結所所運運営営ののポポイインントト（（例例示示））＞＞

○ 一時集結所の開設責任者、要員、連絡先、開設手順を明確に定めておくこと 
○ 一時集結所での事務、体制を明確に定めておくこと

  （市災害対策本部との連絡、避難者の把握（名簿作成）、バス乗車の誘導 等）
○ 一時集結所への住民の集合手段について明確に定めておくこと

ウ．関係４市及び島根県は、避難先自治体が段階的な避難所の開設や避難所への誘導を円滑
に行えるよう、避難先自治体の協力を得て、あらかじめ避難先市町村内に避難住民が一旦
立ち寄る避難経由所を選定しておく。

エ．避難の実施が見込まれる段階で、島根県は関係４市と連携し、あらかじめ定めてある避
難先自治体へ避難の受け入れを要請し、避難準備を整える。〔別紙３〕

オ．関係４市は避難を実施する段階で、避難先及び避難ルート等を含む避難に関する住民広
報を行い、避難を実施する。

カ．なお、あらかじめ定めている避難先自治体が被災等によって避難の受け入れが困難な場
合は、あらためて他の自治体等と避難住民の受け入れの調整を行う。

（（３３））避避難難手手段段及及びび避避難難ルルーートト等等

    ①①避避難難手手段段のの確確保保

ア．自家用車で避難する場合は、渋滞を避けるため乗り合わせを原則とする。

イ．自家用車避難が困難な住民は一時集結所から、学校等から避難する場合の園児、児童、
生徒等は学校等から、バス等の避難手段により集団避難を行う。

ウ．バス等の避難手段については、島根県が、国、関係機関の協力を得て確保し、関係４市
と連携しながら一時集結所、学校等必要な箇所へ手配する。

エ．鉄道や船舶での避難が可能な場合は、事業者の協力を得て積極的に活用する。

オ．バス等で避難が困難な場合や確保台数等が不足する場合は、自衛隊や海上保安庁へ車両、
船舶、ヘリ等の派遣要請を行う。

  ②②避避難難ルルーートトのの設設定定

ア．避難先を踏まえ、島根県及び関係４市は地区ごとにあらかじめ幹線を中心に避難ルート
を設定しておく。

イ．避難の実施が見込まれる段階で、島根県及び関係４市は、原子力災害や事故の状況、交
通渋滞の状況や避難先の決定状況等を踏まえて、島根県警察本部等関係者とあらかじめ定
めてある避難ルートを基本に再調整を行い、避難ルートを決定する。 

  ③③避避難難誘誘導導・・交交通通規規制制体体制制のの整整備備

ア．避難を円滑に実施するため、島根県警察本部は、道路管理者や他県の警察本部等と連携
し、あらかじめ広域避難実施時における避難誘導・交通規制体制を整える。

イ．避難誘導・交通規制体制の整備と併せ、緊急交通路の確保についてもあらかじめ検討す
る。 

ウ．広域避難実施時には、災害の状況や避難ルートの設定状況を踏まえて、あらかじめ定め
てある避難誘導・交通規制体制等を基本に再調整し、避難住民の避難誘導・交通規制を実
施する。 
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  ④④避避難難住住民民のの支支援援体体制制のの整整備備

ア．島根県は、避難時における食料・飲料水支援、給油、救護、トイレ等の住民支援が円滑
に実施できるよう、避難ルート付近での支援ポイントの設定や物資の集積・支援等の体
制について、国や関係する自治体等と連携して検討を進める。その際には、要配慮者や
女性への配慮に留意するものとする。

（（４４））園園児児、、児児童童、、生生徒徒等等へへのの対対応応

ア．警戒事態等以降の段階で、事故の状況や各学校等の周辺状況を踏まえた、島根県及び関
係４市が開催する対策会議等の協議に基づき、園児、児童、生徒等の保護者への引き渡し
や避難等について、県教育委員会又は市教育委員会からは指示※１、県又は市の担当部局か
らは情報提供※２を各学校等に対して行う。

イ．各学校等は、保護者への引き渡しに関する指示又は情報提供を受けた場合、園児、児童、
生徒等を安全に保護者に引き渡すための対応をとり、園児、児童、生徒等は自宅から保護
者等と一緒に避難を行うことを原則とする。

ウ．各学校等は、避難に関する指示及び情報提供を受けた場合、保護者に引き渡すことがで
きないなどの理由により、学校等に残っている園児、児童、生徒等については、バスによ
る集団避難を実施し、避難先で保護者に引き渡す対応をとる。

エ．島根県は、各学校等のマニュアル策定にあたり必要な情報をまとめた手引をあらかじめ
作成し、関係４市及び各市教育委員会等に通知する。

 オ．各学校等は、災害時に適切に対応できるよう学校毎のマニュアルを策定する。

   ※１ 県教育委員会又は市教育委員会は、所管の県立学校及び市立学校・幼稚園へ指示
   ※２ 県又は市担当部局は、高等教育機関、私立学校・幼稚園、保育園へ情報提供

（（５５））外外国国人人へへのの対対応応

ア．島根県及び関係４市は、外国人に対して、島根原子力発電所での事故の状況、避難等指
示、避難準備情報等の情報が正確に伝わるよう、適切に情報提供を行う。

イ．この場合、民間国際交流団体等と連携し、やさしい日本語や外国語などによる情報提供
に努めるなど配慮する。

（（６６））一一時時滞滞在在者者（（観観光光客客等等））へへのの対対応応

ア．島根県及び関係４市は、観光客等一時滞在者に対して、島根原子力発電所での事故、ト
ラブル等が発生し、警戒事態発生時以降、報道機関などを通じるほか観光関連団体等を通
じて、適切に情報提供を行うとともに自家用車等による早期帰宅を求める。

イ．また、屋内退避指示が出されるまでに移動手段が確保できず、帰宅等ができなかった場
合には、最寄りの公共施設や宿泊施設等で屋内退避を行う。 

ウ．屋内退避後は、一時移転等が指示された場合、最寄りの一時集結所から住民とともにバ
ス等により避難し、避難先から公共交通機関等により帰宅する。 

（（７７））避避難難がが長長期期化化ししたた場場合合のの対対応応

ア． 避難が長期化すると見込まれる場合、国、島根県、関係４市は、避難住民が避難先か
ら賃貸住宅、仮設住宅等へできるだけ早期に移転できるようにする。

イ．国、島根県、関係４市等が連携をとりながら早期に調整を進め、避難後概ね６ヶ月以内
に移転を完了させる。 
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避避 難難 経経 由由 所所 にに つつ いい てて

  ＜避難経由所のイメージ＞ 

           【避難元市】 【避難先市町村】 

 自宅 
徒歩

 自宅  
一時集結所

バス

避難経由所

避難所 

避難所 

避難所 

避難所 

避難所 

 自宅                  
自家用車

 自宅 

 自宅 

 ＜避難経由所を開設するメリット＞ 

    ① 避難経由所において、避難者の避難振り分

けを実施するため段階的に避難所が開設でき、

受入市町村の初期段階における避難所運営の

負担が軽減できる。 

    ② 大きな駐車スペースを持つ避難経由所の設

定により、避難車両の駐車スペースが確保で 

○ 避難経由所での集結状況により 

  段階的に順次、避難所を開設 

○ 基本的にバスか徒歩で移動     

○ 避難所駐車場に余裕がある場合 

 で、やむを得ない場合は自家用車 

 で移動 

き、避難先市町村内の渋滞緩和が図れる。   ※ 避難経由所を事後的に避難所、 

または、避難元市の支援拠点として

③ 土地勘がない避難住民にとって目的地がわ   使用することも可能 

     かりやすくなり、混乱が少なくなる。 

    ④ 避難経由所は、避難住民への情報提供等、 

      一定のターミナル的な役割を果たすことが 

      できる。    等 
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２２．．避避難難行行動動要要支支援援者者等等のの避避難難体体制制

避難行動要支援者や避難所生活で介護等が必要な者（以下「避難行動要支援者等」と 
 いう。） については、避難時及び避難所滞在時に特段の配慮が必要であることから、社 
会福祉施設入所者（グループホーム等入所者を含む、以下同じ。）及び在宅避難行動要

 支援者等は、広域福祉避難所（一般の避難所より比較的生活環境が整った避難所等）へ避
 難を行うこととし、病院等入院患者は、直接病院へ避難を行う。 
  また、避難行動要支援者等については、避難等に伴うリスクを軽減するため十分な準
備が必要であり、受入先や避難手段の確保等の避難準備を早期段階から行い、安全で迅 
速な避難を実施する。 
 なお、国が定める地域で、即時避難が容易でない等の事情により、一定期間その場に 
とどまらざるを得ないことが想定される避難行動要支援者等は、必要に応じて避難準備 
が整うまでは放射線防護対策を実施した施設で屋内退避を行う。 

（（１１））避避難難のの流流れれ

     避難退域時検査は、放射性物質が放出された後に避難を開始した場合に必要となり、避 
  難ルート上に設置し、避難退域時検査及び必要に応じて簡易除染等を実施する。 

    ①①社社会会福福祉祉施施設設入入所所者者及及びび通通所所者者

(バス、福祉車両、自衛隊車両・ヘリ等）

広域福祉 

避難所 

社会福祉施設 

         （入所施設）

※ 社会福祉施設等（保育所を除く）の通所者については、放射性物質放出前の警戒事態  
の段階で通所施設から帰宅し、避難指示があった後、自宅等からの避難を行うことを原 
則とする。 

なお、放射性物質放出前の警戒事態の段階で、帰宅する間がなく避難指示があった後 
は、施設の支援により一時集結所又は広域福祉避難所に避難を行う。  

    ②②病病院院等等入入院院患患者者  

(福祉車両、バス、救急車、自衛隊車両・ヘリ等）

避難先 

病院 
病 院

    ③③在在宅宅避避難難行行動動要要支支援援者者等等

(福祉車両、自衛隊車両・ヘリ等）

(車両、徒歩等）    一時集結所
(バス等)

避難経由所

広

域

福

祉

避

難

所

在宅避難行動

要支援者等

         (自家用車等)

放射線 

防護対策

実施施設 

 (救急車、自衛隊車両・ヘリ等）

避

難

退

域

時

検

査

避難退域時検査

避難退域時検査
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（（２２））避避難難先先のの確確保保、、周周知知

 ア．関係４市及び島根県は、避難先自治体の協力を得て、あらかじめ社会福祉施設及び在 
  宅避難行動要支援者等の避難先（広域福祉避難所等）を定めておき、避難ルートと併せて 
  社会福祉施設等に周知しておく。

 イ．ＰＡＺ内においては避難準備の発出が見込まれる段階で、ＵＰＺ内においては屋内退避
の指示が見込まれる段階で、島根県及び関係４市は、あらかじめ定めてある避難先自治体
へ避難の受け入れを要請し、避難準備を整える。

     避難先等が決定した段階で、関係４市は該当施設へ避難先及び避難ルート等を連絡し、 
    避難指示の発令後、準備が整い次第避難を行う。

 ウ．島根県は、入院患者の様々な症状等に応じた適切な受け入れ先医療機関を迅速に確保する  
   体制を整え、避難先の自治体との間で、あらかじめ受け入れ先医療機関の調整方法を定め、 
    その手順を明確にしておく。

 エ．病院避難については、ＰＡＺ内の病院等は警戒事態となった段階で、ＵＰＺ内の病院   
等は遅くとも全面緊急事態の発生までに、島根県に入院患者の状況を報告する。

    島根県は、あらかじめ定めた調整方法により入院患者の状態に応じた受け入れ先医療機関  
    を調整し、避難手段及び避難時の支援要員等を調整したうえで、該当病院等へその状況を連   
   絡する。
     連絡を受けた病院等は、受け入れ先の医療機関と個別に受け入れ調整を行い、速やかに避   
   難を行う体制を整え避難を実施する。

（（３３））避避難難手手段段及及びび避避難難ルルーートト等等

 ア．バス、福祉車両、ヘリコプター等の避難手段については、各施設、病院等が自ら確保 
    できる避難手段のほかは、島根県が、国、関係機関の協力を得て確保し、関係４市と連 
  携しながら、一時集結所、各施設、病院等必要な箇所へ手配する。

 イ．島根県は、自衛隊、海上保安庁、運輸事業者等関係者とあらかじめ協議し、避難行動要 

    支援者等の避難手段確保の手順、体制を整える。

ウ．避難ルートは、基本的に一般住民避難の場合のルートと同様とするが、ヘリコプター 
  で搬送する場合を想定し、あらかじめ使用できるヘリポートを確認する。

（（４４））各各施施設設別別のの避避難難計計画画のの策策定定

 ア．社会福祉施設（入所施設）、病院等は、あらかじめ原子力災害時の対応を定めた避難計 
  画を策定する。

イ．島根県は、社会福祉施設（入所施設）、病院等の計画策定が進むよう、ガイドライン策 
  定等の支援を行う。

（（５５））在在宅宅避避難難行行動動要要支支援援者者等等のの支支援援等等

 ア．関係４市は島根県と連携し、自然災害等発生時の対応を基本に、在宅避難行動要支援 

  者等への情報伝達、支援等の方法をあらかじめ定めておく。

 イ．特に、原子力災害の特性に鑑み、妊産婦、乳幼児及びその保護者への情報伝達、支援等
の方法について、十分留意する。

（（６６））避避難難がが長長期期化化ししたた場場合合のの対対応応

 ア．避難が長期化すると見込まれる場合は、国、島根県は、関係４市、社会福祉施設等と 
  連携をとりながら早期に調整を進め、重度の避難行動要支援者等は概ね１ヶ月以内、それ  
   以外は概ね６ヶ月以内に社会福祉施設、仮設住宅、賃貸住宅等に移転できるようにする。

 イ．移転先が広範囲に及ぶことが想定されることから、島根県は国が中心となった支援体 
  制の構築を働きかける。
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３３．．避避難難退退域域時時検検査査体体制制のの整整備備

ア．島根県は、ＯＩＬに基づく防護措置としての避難等の指示を受けた住民を対象として、
国からの指示に基づき、あらかじめ整備した体制により避難住民への避難退域時検査及 
び必要に応じて簡易除染等を実施する。

イ．避難退域時検査は、島根県が策定した「島根県避難退域時検査及び簡易除染実施計画」
により、あらかじめ決定した検査候補地で実施する。〔別紙５〕 

４４．．安安定定ヨヨウウ素素剤剤のの配配布布体体制制のの整整備備

ア．島根県及び関係４市は、国の判断に基づき安定ヨウ素剤の服用指示が出された際に、該
当の避難住民等が速やかに安定ヨウ素剤が服用できるよう、ＰＡＺ内の住民等に対して事
前に安定ヨウ素剤を配布するとともに、ＰＡＺ内及びＵＰＺ内の住民等に対して、遅くと
も施設敷地緊急事態の発出後、速やかに安定ヨウ素剤を配布する。 

イ．安定ヨウ素剤の備蓄・配布・服用に関しては、島根県が策定した安定ヨウ素剤配布計 
画により、あらかじめ定めた方法により実施する。

＜参 考＞

避避難難のの流流れれににつついいてて（（再再掲掲））
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第第５５章章  避避難難住住民民のの支支援援体体制制等等  

 島根県と関係４市は、国や避難先自治体等と連携し、避難先地域での避難の受け入れ
や避難住民への支援が十分行えるよう、避難所運営や物資確保等の体制を整える。 

１１．．避避難難所所（（一一般般））、、避避難難経経由由所所のの開開設設、、運運営営等等

((１１））開開設設、、運運営営  等等

ア．避難所、避難経由所の開設は、避難の受入要請を踏まえて避難先自治体側が行う。

イ．避難開始当初は、島根県及び関係４市は住民避難の送り出しに全力をあげなければなら
ないため、避難所、避難経由所の開設・管理、避難住民の誘導など避難住民の受入業務に
ついては、避難先自治体側が主体的に対応する。

ウ．避難経由所の開設を優先的に進め、順次、必要な避難所を段階的に開設し、避難住民を
避難所へ誘導する。

エ．避難決定後、避難元自治体は避難先自治体に連絡員を派遣する。

オ．できるだけ早期に、避難元自治体は避難先自治体へ職員を順次派遣し、避難先自治体指
示のもと、避難経由所や避難所等の対応を行う。また、他地域等からの応援要員を積極的
に受け入れる。

カ．できるだけ早期（避難開始後１週間から１０日後を目途）に、避難住民、避難元自治体
職員、ボランティア等による避難所の自主運営体制へ移行することとし、関係４市は、例
えば自主防災組織等を核とした自主運営体制をあらかじめ検討しておく。〔別紙５〕

キ．避難所の施設管理は、避難所の運営体制にかかわらず避難先自治体側で引き続き行う。

ク．あらかじめ定めてある避難先自治体が被災等によって避難の受入が困難な場合や避難場 
所が不足する場合は、他地域への避難を検討する。

（（２２））避避難難物物資資のの確確保保

ア．避難所への食糧や毛布等避難物資については、島根県及び関係４市は、国や関係事業者、
避難先自治体等に要請し、迅速に確保する。

イ．できるだけ早期に、国が中心となり、関係機関や他地域から大量の食糧や毛布等の避難
物資が迅速かつ円滑に供給される体制を整える。

２２．．広広域域福福祉祉避避難難所所（（避避難難行行動動要要支支援援者者等等用用））のの開開設設、、運運営営等等

（（１１））開開設設、、運運営営

ア．広域福祉避難所の開設は、避難の受入要請を踏まえて避難先自治体側が行う。

イ．開設、運営体制については、基本的に一般住民用の避難所と同様の対応とする。

（（２２））避避難難行行動動要要支支援援者者等等ののケケアア

ア．避難行動要支援者等のケアについては、在宅の避難行動要支援者については家族が、社
会福祉施設入所者については各施設職員が中心となって行う。

イ．ケア要員の不足が想定されることから、島根県及び関係４市は、国や避難先自治体等に
要請し、避難先地域や他地域等から医療、福祉関係者やボランティア等の応援要員を迅速
に確保する。

（（３３））資資機機材材・・物物資資のの確確保保

ア．避難行動要支援者等の避難に必要な資機材・物資等（介護ベッド、車椅子、医薬品等）
について、島根県及び関係４市は、国や関係事業者、避難先自治体等に要請し、迅速に確
保する。

イ．できるだけ早期に、国が中心となり、関係機関や他地域等から大量の資機材・物資の支
援を迅速かつ円滑に供給する体制を整える。 
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３３．．円円滑滑なな避避難難受受けけ入入れれにに当当たたっってて検検討討すすべべきき事事項項

ア．島根県及び関係４市は、避難先自治体と連携しながら、避難所等の運営について、以下
の事項に配慮した体制の検討を進めていく。

○ 正確な情報の伝達、食料・飲料水等の配布 
○ 避難先に収容されている避難住民に係る情報の早期把握 
○ 避難住民が相互に助け合う自治的な組織が主体的に運営する体制への早期移行 
○ 良好な生活環境を確保すること（健康状態、トイレ、ごみ処理等の状況把握と対策） 
○ 男女のニーズの違いへの配慮 、特に女性や子育てに配慮した運営 
○ 外国人への配慮 
○ 家庭動物のためのスペースの確保 等 

イ．広域避難に係る費用負担については、最終的に受入自治体の負担とならないことを原則
とし、災害救助法等の適用のほか、国における費用負担や原子力損害賠償法の運用等の状
況を踏まえ、求償方法等の検討を進めていく。

＜参 考＞

各各自自治治体体へへ広広域域避避難難のの受受入入要要請請をを行行ううにに当当たたっっててのの考考ええ方方

○ 今回の広域避難計画は、原子力災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、あらか

じめ避難先を決めておくものであるが、避難先自治体も被災して受け入れが困難な

場合など災害対策基本法第８６条の３（広域一時滞在）の規定による正当な理由が

あると認められる場合は、要請を行わないこととする。 

○ 広域避難に係る費用負担については、受入自治体側の負担とならないことが原則と
考えており、今後、国における費用負担のあり方の検討状況、原子力損害賠償法の
運用等を踏まえ、求償方法や費用負担の考え方について検討を行う。

○ 避難所（一般避難住民用）・広域福祉避難所（避難行動要支援者等用）の開設・管
理などの避難住民の受入については、全面的に受入地域側に対応をお願いせざるを
得ないが、避難開始直後から各避難所へ避難元自治体職員を順次派遣するとともに、
避難住民による自主運営体制と併せて、できるだけ早期段階（概ね１週間～１０日
後まで）に避難地域側へ避難所運営の移管を完了させるものとする。

   ※ ただし、避難所の施設管理については、受入側に引き続きお願いする。

○ 一般避難住民及び在宅避難行動要支援者等については、早期に次の避難先（公営住
宅、仮設住宅等）への移転を積極的に行う。避難所は、その統廃合を行いながら最
長で避難指示後６ヶ月を目処に全廃することを目指す。
※ ただし、施設入所が望ましい避難行動要支援者等については、１ヶ月を目処に

次の避難先（社会福祉施設等）への入所を図る。 

○ 島根県は、「島根県避難退域時検査及び簡易除染実施計画」を踏まえ、避難退域時
検査体制を整備するものとする。

○ 島根県は、避難行動要支援者等に係る輸送手段、資機材､人的支援を速やかに確保す
る仕組みの構築を引き続き国に要請していく。

  ※当初、島根県が広域避難計画を策定する過程において、各自治体へ広域避難の受入要請を 
行うに当たっての考え方を示したものであり、平成２７年度に一部を修正。 
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第第６６章章  実実効効性性向向上上ののたためめのの取取組組みみ

  広域避難計画の実効性をより高めていくためには、国による広域避難の支援体制強化な
ど諸課題の解決が不可欠であり、国への働きかけなどの対応を積極的に進めていく。

１１．．国国にによよるる広広域域避避難難のの支支援援体体制制のの強強化化

ア．県境を越えて大量の住民が避難するような事態となった場合、避難元及び避難先自治体
だけでは十分な支援が行えないため、国や他地域からの人的、物的支援が不可欠であり、
避難住民への迅速な支援が行えるよう様々な機会を通じて国へ働きかけていく。

イ．特に、避難行動要支援者等の避難に当たっては、複合災害時など、自衛隊や海上保安庁
等のヘリ、船舶、車両等の避難手段やストレッチャーなどの搬送手段の確保、医療・介護
要員の確保のほか、避難が長期に及ぶ場合の移転先の確保など国を挙げた支援が必要な状
況が想定されることから、国に対して支援体制の充実化を働きかけていく。

ウ．避難等を円滑かつ迅速に実施するため、島根県及び関係４市の情報通信機器、防護資機

材や避難退域時検査で必要となる資機材の確保が必要であり、国に対して、島根県及び関

係４市が行う各種原子力防災資機材等の確保に対する十分な財政支援を働きかけていく。 

２２．．避避難難先先自自治治体体ととのの連連携携体体制制のの強強化化

ア．情報連絡体制、避難所・避難経由所・広域福祉避難所の運営等について、島根県及び関
係４市は引き続き避難先自治体と調整を行い、連携体制の強化を図っていく。

３３．．避避難難計計画画のの住住民民へへのの周周知知とと住住民民理理解解のの促促進進

ア．あらかじめ避難先や避難ルート等について住民へ周知するとともに、原子力災害時にお
ける行動のあり方、携行すべき物資、留意事項等についても、引き続き周知を行うことが
必要であり、災害時における情報伝達手段についても、充実化していく必要がある。
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南南

））

発発
電電

所所
①①

連連
絡絡

③③
立立

入入
調調

査査
現現

地地
確確

認認
、、

申申
入入

等等

①①
連連

絡絡

②②
連連

絡絡

島島
根根

県県
内内

市市
町町

村村

中中
国国

各各
県県

②②
連連

絡絡

市市
町町

村村
③③

連連
絡絡

（（
必必

要要
にに

応応
じじ

てて
））

発発
電電

所所

島島
根根

県県

関関
係係

４４
市市

（（
松松

江江
、、

出出
雲雲

、、
安安

来来
、、

雲雲
南南

））

①①
連連

絡絡

島島
根根

県県
内内

市市
町町

村村

中中
国国

各各
県県

②②
連連

絡絡

市市
町町

村村
③③

連連
絡絡

（（必必
要要

にに
応応

じじ
てて

））

③③
連連

絡絡
員員

派派
遣遣

等等

発 電 所 の 事 故 ・ ト ラ ブ ル の 進 展

②②
連連

絡絡

関関
係係

機機
関関

関関
係係

機機
関関

＜＜
別別

紙紙
２２

＞＞

②②
連連

絡絡
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備備      考考

・・

・・

・・ 発発電電所所又又はは環環境境のの状状況況にによよりり、、段段階階的的にに避避難難準準備備・・避避難難地地域域がが拡拡大大
・・

・・

・・

原子力災害時の広域避難実施の流れ

  国現地本部は、緊急事態宣言
以降設置される

④④⑤⑤受受入入要要請請、⑥⑥受受入入確確認認につい
ては、広域避難計画を基本に行う。

③③受受入入要要請請、④④受受入入確確認認につ
いては、広域避難計画を基本に
行う。

段段              階階 避避　　難難　　実実　　施施　　等等　　のの　　流流　　れれ

３３．．施施設設敷敷地地緊緊急急事事態態
  ３３－－11．．避避難難準準備備
　　施施設設敷敷地地緊緊急急事事態態
　　（（PPAAZZ地地域域のの一一般般住住民民））

  ３３－－２２..避避難難指指示示・・避避難難開開始始
　　施施設設敷敷地地緊緊急急事事態態
　　（（施施設設敷敷地地緊緊急急事事態態要要避避難難者者））

４４．．全全面面緊緊急急事事態態
　　４４－－１１．．避避難難指指示示・・避避難難開開始始
　　（（PPAAZZ地地域域のの一一般般住住民民））

　　４４－－２２..  屋屋内内退退避避・・避避難難準準備備

　　４４－－３３..  避避難難指指示示・・避避難難開開始始

発発 電電 所所

島島 根根 県県

災災害害対対策策本本部部

松松 江江 市市

災災害害対対策策本本部部

①① 連連絡絡

避避難難先先市市町町村村

（（島島根根県県内内））

③③受受入入要要請請

関関係係３３市市
（（出出雲雲、、安安来来、、雲雲南南））

災災害害対対策策本本部部

②② 調調 整整

⑤⑤受受入入承承諾諾

連連絡絡、、 調調整整（（随随

⑦⑦ 諸諸調調整整

国国本本部部、、

発発 電電 所所

松松 江江 市市

災災害害対対策策本本部部

①① 連連絡絡、、指指示示等等

③③ 連連 絡絡

国国現現地地本本部部

（（オオフフササイイトトセセンンタターー））

避避難難住住民民

避避難難先先市市町町村村

（（島島根根県県内内））

関関係係３３市市
（（出出雲雲、、安安来来、、雲雲南南））

災災害害対対策策本本部部

②② 避避難難指指示示

避避 難難 所所
（（避避難難経経由由所所、、避避難難所所、、

広広域域福福祉祉避避難難所所））

④④ 受受入入確確認認 ⑧⑧ 諸諸調調整整

③③ 住住民民広広報報

避避 難難 所所
（（避避難難経経由由所所、、避避難難所所、、

広広域域福福祉祉避避難難所所））

④④ 連連絡絡、、支支援援

⑤⑤ 避避 難難

④④ 諸諸調調整整

国国本本部部、、

発発電電 所所等等 島島 根根 県県

災災害害対対策策本本部部

①① 連連絡絡、、

指指示示等等

避避難難先先市市町町村村

（（島島根根県県内内））

※※ススキキーームム省省略略

④④ 受受入入要要請請

関関係係４４市市
（（松松江江、、出出雲雲、、安安来来、、雲雲南南））

災災害害対対策策本本部部

⑧⑧受受入入承承諾諾

⑩⑩ 諸諸調調整整

島島 根根 県県

災災害害対対策策本本部部

③③ 連連 絡絡

国国現現地地本本部部

（（オオフフササイイトトセセンンタターー））

避避難難住住民民

避避難難先先市市町町村村

（（島島根根県県内内））
※※ススキキーームム省省略略

関関係係４４市市
（（松松江江、、出出雲雲、、安安来来、、雲雲南南））

災災害害対対策策本本部部

②② 避避難難指指示示

避避 難難 所所
（（避避難難経経由由所所、、避避難難所所、、

広広域域福福祉祉避避難難所所））

⑥⑥ 受受入入確確認認 ⑧⑧ 諸諸調調整整

③③ 住住民民広広報報

避避 難難 所所
（（避避難難経経由由所所、、避避難難所所、、

広広域域福福祉祉避避難難所所））

⑤⑤ 連連絡絡、、支支援援

⑥⑥ 避避 難難

④④ 諸諸調調整整

国国現現地地本本部部

（（オオフフササイイトトセセンンタターー））

避避 難難 先先 県県

④④受受入入要要請請

⑤⑤ 受受入入承承諾諾

避避難難先先市市町町村村

（（避避難難先先県県内内））

②②連連絡絡、、調調整整

⑤⑤ 受受入入要要請請

⑦⑦ 受受入入承承諾諾

避避 難難 先先 県県 避避難難先先市市町町村村

（（避避難難先先県県内内））

④④ 連連 絡絡

①① 連連絡絡、、

指指示示等等国国本本部部、、

発発電電 所所等等

原

子

力

災

害

の

進

展

島島 根根 県県

災災害害対対策策本本部部

連連絡絡、、調調整整（（随随時時））

連連絡絡、、調調整整（（随随時時））

連連絡絡、、調調整整（（随随時時））

住住 民民④④ 住住民民広広報報

住住 民民
③③ 住住民民広広報報

＜＜別別紙紙３３＞＞
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避難所運営体制のイメージ

【【避避  難難  所所】】

＜＜別別紙紙５５＞＞

避避難難市市 現現地地支支援援拠拠点点

（（臨臨時時出出張張所所 等等））

地地域域ココミミュュニニテティィ、、避避難難住住民民がが

中中心心ととななっったた自自主主運運営営組組織織

運運 営営 会会 議議 （（仮仮））

施 設 設 置 管 理 者
連連携携

参参加加

運運 営営 班班 （（例例））
○ 役割毎に必要な班を設置

（例）総務、衛生、物資、救護

等

支支援援

連連絡絡・・調調整整・・支支援援

避避難難市市等等のの派派遣遣職職員員

国国、、他他地地域域のの応応援援要要員員

各各種種ボボラランンテティィアア

受受入入地地域域のの応応援援要要員員

【【避避 難難 所所】】【【避避 難難 所所】】

【【広広域域福福祉祉避避難難所所】】

【【避避 難難 所所】】

応応援援

応応援援

応応援援
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＜＜広広域域避避難難計計画画のの策策定定にに関関すするる主主なな経経過過＞＞

  平成２３年 ５月  原子力防災連絡会議を設置
        ９月  原子力防災連絡会議中間報告を取りまとめ
       １０月  避難施設調査を依頼（県内）
            中国地方知事会で広域避難受け入れを協力要請
       １１月  山陽各県市町村への説明会を開催
            避難収容可能施設確認調査を依頼（山陽各県）
  平成２４年 １月  島根県議会総務委員会で避難収容可能施設確認調査結果を報告
        ２月  避難先地域割当案を策定
        ４月～ 中国各県、避難先市町村と受入調整
        ９月   国の防災基本計画（原子力災害対策編）一部修正
       １０月  避難受入を正式に要請
            国の原子力災害対策指針策定
       １１月  広域避難計画の策定

 平成２５年 ２月  国の原子力災害対策指針改正
            島根県地域防災計画（原子力災害対策編）一部修正
        ６月  国の原子力災害対策指針改正
        ９月  国の原子力災害対策指針改正
  平成２６年 １月  国の防災基本計画（原子力災害対策編）一部修正
        ３月  島根県地域防災計画（原子力災害対策編）一部修正
        ５月  岡山県、広島県との広域避難に関する協定の締結
       １１月    国の防災基本計画（原子力災害対策編）一部修正
  平成２７年 ３月  国の防災基本計画（原子力災害対策編）一部修正
            島根県地域防災計画（原子力災害対策編）一部修正
        ４月  国の原子力災害対策指針改正
        ７月    国の防災基本計画（原子力災害対策編）一部修正
        ８月  国の原子力災害対策指針改正
  平成２８年 ３月  島根県地域防災計画（原子力災害対策編）一部修正

  広域避難計画 一部修正
５月  国の防災基本計画（原子力災害対策編）一部修正

  平成２９年 ３月  国の原子力災害対策指針改正
        ４月  国の防災基本計画（原子力災害対策編）一部修正
       １０月  島根県地域防災計画（原子力災害対策編）一部修正
  平成３０年 ６月  国の防災基本計画（原子力災害対策編）一部修正
        ７月  国の原子力災害対策指針改正
  平成３１年 ３月  島根県地域防災計画（原子力災害対策編）一部修正
  令和 元 年 ５月  国の防災基本計画（原子力災害対策編）一部修正
        ７月  国の原子力災害対策指針改正
  令和 ２ 年 ５月  国の防災基本計画（原子力災害対策編）一部修正
  令和 ３ 年 ３月  島根県地域防災計画（原子力災害対策編）一部修正
        ５月  国の防災基本計画（原子力災害対策編）一部修正
        ７月  国の原子力災害対策指針改正
  令和 ４ 年 ３月  島根県地域防災計画（原子力災害対策編）一部修正
        ３月  広域避難計画 一部修正

－6－



原子力災害に備えた島根県広域避難計画

（令和４年３月現在）

編集・発行 島根県 防災部 原子力安全対策課

〒６９０―８５０１ 島根県松江市殿町１番地
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